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監査の周期等について

Ｈ29年度社会福祉法人制度改革後の監査周期
Ｈ29年度の社会福祉法人制度改革から、県社会福祉課が行う指導監査は３年
に１回（一部施設は毎年）のサイクルで実施している。

◼ １巡目は、Ｈ29年度からＲ元年度の３年間で実施

◼ ２巡目は、Ｒ２年度からＲ６年度までの５年間で実施

Ｒ２年度からＲ４年度までの３年間で実施予定であったが、新型コロナウ
イルス感染症の感染拡大により厚労省通知等を踏まえて変更。

◼ ３巡目は、Ｒ７年度からはＲ９年度までの３年間で実施予定
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指導監査対象（R7～R9）①

社会福祉課が指導監査を実施する社会福祉法人
◼ 熊本市及び各市の所轄する社会福祉法人以外の社会福祉法人

例１ 主たる事務所が県内の町村にある法人

例２ 法人の行う事業が県内の２つ以上の市町村の区域にまたがる社会福祉法人

例３ 法人の行う事業が県内と県外の２つ以上の区域にまたがる社会福祉法人

上記のうち、次の社会福祉法人を除きます。

□ 主たる事務所が保育所又は認定こども園にある社会福祉法人のうち、

事業が広域本部（宇城及び上益城は地域振興局）の区域にとどまっている社会福祉法人

□ 町村社会福祉協議会

→ 各広域本部、宇城及び上益城地域振興局で実施
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指導監査対象（R7～R9）②

社会福祉課が指導監査を実施する施設
・救護施設

・養護老人ホーム

・軽費老人ホーム

・特別養護老人ホーム（地域密着型を含む）

・障害者支援施設

・児童福祉施設（児童養護施設、障害児入所施設等）

毎年実施
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令和８年度の指導監査について
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指導監査日の調整について
◼ 市所管の社会福祉法人に対する法人監査と、当該法人の運営施設に対する県
社会福祉課の施設監査は、可能な限り、同日に実施します。

◼ 地域密着型特別養護老人ホームは、市が実施する社会福祉法人の指導監査、
市町村が実施する介護保険法上の実地指導及び県社会福祉課の施設監査は、
市町村の担当課とも日程調整を行い、可能な限り、同日に実施します。

◼ 広域本部、宇城・上益城地域振興局が実施している保育所の指導監査と県社
会福祉課が実施している保育所に主たる事務所がある社会福祉法人の指導監
査についても、可能な限り、同日に実施します。



３巡目の市法人監査と県施設監査について

市の法人監査と県社会福祉課の施設監査
◼ １巡目は、市所管の社会福祉法人に対する法人監査と、当該法人の運営施設
に対する県社会福祉課の施設監査は同じ実施年度でかつ同日に実施。

◼ ２巡目は、県の監査周期を５年間で実施したことにより、同日に実施出来な
いケースがありました。

◼ ３巡目は、Ｒ７年度からはＲ９年度までの３年間で実施します

３年間（Ｒ７年度からＲ９年度まで）で実施する市所管の社会福祉法人に
対する法人監査と、当該法人の運営施設に対する県社会福祉課の施設監査を
同日に実施できるよう配慮します。
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施設を運営する法人の指定サービス事業所（高齢・
障害）の運営指導について１

社会福祉課が指導監査を実施する次の事業所と同一敷地内に設置されている
指定サービス事業所（高齢・障害）、同一敷地外に設置されている指定サービ
ス事業所については、社会福祉課が指定サービス事業所の運営指導を６年（令
和７年度から令和１２年度）に１回実施しています。

●軽費老人ホーム

●養護老人ホーム

●特別養護老人ホーム

●障害者支援施設及び障害児施設
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施設を運営する法人の指定サービス事業所（高齢・
障害）の運営指導について２

●運営指導の頻度

・施設併設かどうかにかかわりなく、６年に１回

↓

・ただし、障害者支援施設の昼間のサービスである生活介護については、施設と一体的に人員基準
を確認する必要があるため、施設の指導監査に併せて、運営指導を毎回（３年に１回）実施しま
す。

8



社会福祉法人に関する疑義照会について

社会福祉法人の運営、会計に関する疑義については、県社会福祉
課指導監査班までお尋ねください。

なお、６月から翌年２月まで運営指導及び指導監査を実施してお
り、担当職員が不在にしている場合が多いので「社会福祉法人に関
する質問票」を社会福祉課にメールで送信する方法で照会してくだ
さい。

○社会福祉課メールアドレス

shakaifukushi@pref.kumamoto.lg.jp
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URL:https://www.pref.kumamoto.jp/
soshiki/34/104804.html 10

社会福祉法人に関する疑義照会について



ご清聴

ありがとうございました
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